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　残暑お見舞い申し上げます

　まだまだ暑い日が続きますがいかがお過ごしで

しょうか。

　さて、突然の菅首相の退陣表明で政局があわた

だしくなってきました。安倍さんから続いた保守

強硬路線から改革・リベラル路線へ転換されるの

か、間もなく衆議院選挙も控えている時期だけに

興味深く見守りたいものです。

　一方、アメリカのアフガン撤退で 20 年に及ぶ

テロとの戦いも実質的にはアメリカの敗退で終結

しそうです。「9.11 アメリカ中枢同時テロ」の報

復として「国際テロ組織アルカイダ」を支援した

タリバン政権のアフガンに武力侵攻したのですが

20 年の歳月と莫大な戦費、戦死者及び母国帰還後

の自殺者数は、9.11 の被害者数をはるかに上回る

悲惨な結果に終わりました。アメリカが推し進め

たアフガンの民主化も再びタリバンに制圧され、

今までの犠牲は無に帰しました。アメリカが自国

の価値観を一方的に押し付けても反発を招くだけ

で、関係改善には繋がりませんでした。

　終わったばかりのオリンピックやパラリンピッ

クで示された崇高な理念が、現実世界ではまだ浸

透していないと思い知らされる出来事でした。

　世界の人口のうち、人権を尊重する民主国家よ

りも強権的な専制国家で暮らす人の方が多いとい

う真実があります。
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山梨県 西湖
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知っておきたい税知識

テーマ

「消費税　インボイス制度

　　　　　　
　　　　　　

～免税事業者～」

　令和 5年 10 月より適格請

求書等保存方式（いわゆる

インボイス制度）がスタートします。それに伴い、

適格請求書を交付することができる、「適格請求書発

行事業者」の登録がいよいよ今年 10 月から始まりま

す。

　前号に続き、今回は免税事業者についてお話いた

します。

　原則として、簡易課税の基準を満たしている事業

者が、適用を受けようとする課税期間の初日の前日

までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し

ている場合に適用することができます。

ただし、免税事業者が、令和 5年 10 月 1 日の属する

課税期間に適格請求書等発行事業者の登録を受け、

登録を受けた日から課税事業者となる場合、届出書

をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から

簡易課税制度を適用することができます。

　詳しくは当事務所までお

問合せ下さい。

〇登録できるのは「課税事業者」

　☆令和 5年 10 月 1 日から登録

※この申請により、令和 5年 10 月 1 日から課税事業

　者となります。図の通り、登録日以降は消費税の申

　告が必要となります。

　☝適格請求書発行事業者になると・・・

　→基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下となって

　　も、登録の効力が失われない限り、消費税の申告

　　が必要です。

　適格請求書等保存方式の開始後は、免税事業者や

消費者など、適格請求書発行事業者以外の者（「免税

事業者」）から行った課税仕入れは、原則として仕入

れ税額控除の適用を受けることができません。

　ただし、制度開始後 6年間は下図の通り一定割合

を仕入税額として控除できる経過措置が設けられて

います。

〇免税事業者の登録申請手続等

〇簡易課税制度を選択する場合
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　職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づ

くり”のために「両立支援等助成金」があります。

今回は新たに追加された「新型コロナウイルス感

染症対応特例」についてご紹介します。

※助成金の対象労働者は、雇用保険被保険者であることが必須条
　件です。

✿ 介護離職防止支援コース（特例）

助成額休暇の取得日数

合計５日以上１０日未満

合計１０日以上 ３５万円

２０万円

≪申請期限≫

支給要件を満たした翌日から起算して２か月以内

　新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」

という）への対応として、介護のための有給の休

暇制度を設け、家族の介護を行う労働者が休みや

すい環境を整備した中小企業事業主への支援制度。

※１中小企業事業主あたり５人まで申請可能

≪主な支給要件≫

①新型コロナへの対応として利用できる介護のた

　めの有給の休暇制度（★）を設け、当該制度を

　含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内

　に周知すること。

　※所定労働日の２０日以上取得できる制度

②新型コロナの影響により対象家族の介護のため

　に仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇

　を合計５日以上取得すること。

　※対象となる休暇の取得期間

　　令和３年４月１日～令和４年３月３１日まで

≪対象となるケース≫

①介護が必要な家族が通常利用している又は利用

　しようとしている介護サービスが、新型コロナ

　による休業等により利用できなくなった場合

②家族が通常利用している又は利用しようとして

　いる介護サービスについて、新型コロナへの対

　応のため利用を控える場合

③家族を通常介護している者が、新型コロナの影

　響により家族を介護することができなくなった

　場合

✿ 育児休業等支援コース（特例）

　新型コロナへの対応として、臨時休業等をした

小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、

有給の休暇を取得させた中小企業事業主への支援

制度。

※１中小企業事業主あたり１０人まで申請可能

※上限５０万円

≪主な支給要件≫

①次のどちらも実施されていること。

　（イ）小学校等が臨時休業等になった場合、およ

　　　び子どもが新型コロナに感染した又はその

　　　恐れがある等の場合に、子どもの世話を行

　　　う必要がある労働者が、有給の休暇制度（

　　　★）を取得できる制度の規定化（労働協約

　　　・就業規則）。

　（ロ）小学校等が臨時休業等した場合でも勤務で

　　　きる両立支援の仕組みとして、次のいずれ

　　　かの社内周知。

　　　〇テレワーク勤務　〇短時間勤務制度

　　　〇フレックスタイムの制度　等

②労働者一人につき、①の（イ）に定めた特別有給

　休暇を４時間以上取得させたこと。

≪申請期限≫

対象となる有給休暇を取得した日付に応じて異なり

ます

（★）法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇と

は別の休暇制度かつ賃金全額支給が必要です

助成額

１人あたり５万円

今後も必要となる介護・育児と仕事

を両立できる環境づくりのために

事業主のみなさんも支援策を活用

していきましょう！
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今月・来月の税務

　税務署 ・ 県市区等から届いた税務関係書類

の中に、 通知内容の不明なものがございまし

たら、 お気軽に当事務所までご連絡ください。

ご連絡ください

10 月

*　11/1( 月 ) 納付期限（10/31 日曜日のため）

個人の都道府県民税・市町村民税 (第 3期分 )

給与ソフトをご利用の方は、設定の

変更をお願いします。

7 月に提出した算定基礎届により、 標準報酬

月額が 10 月納付分より改定となります。

☆　社会保険料の改定時期です　☆

お知らせ

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能

　育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介

護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休

業法施行規則等が改正され、時間単位で取得で

きるようになりました。

◆改正前

・半日単位での取得が可能

・１日の所定労働時間が４時間以下の

　労働者は取得できない

◆改正後

・時間単位での取得が可能

・全ての労働者が取得できる
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　残暑厳しい折、みなさまお変わりございません

でしょうか？

　今夏もコロナウイルスの影響で外出を自粛する

日々でした。屋外（近所の公園など）で遊ぶにし

ても前線停滞による雨が続き、雨が去ったかと思

ったら、猛暑で熱中症警戒アラート発表の毎日。

　我が家では“家の中で楽しめることを考えよう”

ということで、まったり過ごしたい時には映像配

信サービス（映画などが見放題）を利用し、運動

不足を感じたらゲームを使って汗だくになるまで

運動して過ごしました。

　この状況いつまで続くのか…と、考えても仕方

がありませんね。機に臨で変に応じましょう！

　前号（№114）の数独にチャレンジ！の答えです。
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今年から施行されています。就

業規則の改定はお済でしょうか。

ご確認をお願いします。
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